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本日の概要 2

◼ 市場のシグナルや需給対策判断の指標として予備率の重要性が増す中、予備率への影響が大きい揚水発電の予備力計
上方法の課題と対応の方針について、第85回 (2023年4月19日)・第86回(2023年5月29日)・第91回本委員会
(2023年10月16日)と3回にわたり検討を行ってきた。

◼ 方針としては、kWhに制約がある揚水発電の特徴を踏まえ、2日間の需給を見据えて常に24時間に配分する手法
（以降、24時間スライド手法という）に変更する方向で整理を行ったところ。

◼ 一方、第91回本委員会では、提案した24時間スライド手法へ追加復水可能量を考慮することに関し、2024年度
以降の市場メカニズムによる需給運用との関係性に関する意見をいただいた。

◼ 今回は、2024年度の揚水発電の運用を考慮した上で、その関係性を改めて整理し、システムの改修時期を含めた
今後の方針について報告する。
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１．揚水発電の予備力計上方法の検討の振り返り

２．揚水発電の予備力計上方法と市場メカニズムによる需給運用と
の関係性

３．24時間スライド手法の適用時期

４．まとめ



翌々日計画48点翌日計画48点(スポット取引結果等反映）

〃

翌々日計画48点翌日計画48点(スポット取引結果等反映）

用語の定義と予備率公表のタイムライン 4

◼ 本資料について以下のとおり用語を用いる。

✓「2日間予備率」：毎日18時頃に公表する48点の翌日及び翌々日計画で算定する2日間の予備率

✓「当日予備率」：30分毎（GC毎）に更新する当日の予備率

18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0

当日予備率は30分毎に更新
（更新範囲はGC～24時）

翌日の予備率 翌々日の予備率

翌日予備率 翌々日予備率

２日間予備率

２日間予備率

※翌々日分は2025年度から48点の予備率を公表

〃

翌々日までの
48点予備率公表

時間前取引結果等反映

当日予備率

翌々日までの
48点予備率公表

時間

当日予備率

当日予備率



（振り返り）現在の揚水発電の予備力計上手法の課題とその検討状況 5

◼ 揚水発電は、貯水量（発電可能量）の制約があるため、常に設備定格等に相当する供給力を計上することはでき
ない。したがって、当日のみならず翌日以降の需給状況を見通した揚水運用が必要である。

◼ 計算対象日1日(GC～24時)のみを考慮する現行の予備力計上手法では、当日予備率はGC毎に改善する傾向
となるため、第85回本委員会(2023年4月19日)において、需給状況のシグナルや需給対策の判断指標として課題で
あることを示した。

◼ その後、第86回本委員会(2023年5月29日)にて、揚水発電の予備力計上方法として24時間スライド手法について
検討を行ったところ、２日間予備率との整合性などの点で妥当性が確認された一方、ケースによっては翌日の需給ひっ
迫が反映された当日予備率を踏まえて行う追加供給力対策が適切とはならない可能性があることが示唆された。

◼ 第91回本委員会(2023年10月16日)にて、追加復水可能量を考慮する新たな24時間スライド手法を提示し、追
加でポンプアップできる量を配分することで、揚水発電の予備力を適切に評価する手法について、その効果を確認した。

◼ 一方で、揚水発電については、2024年度に開始となった平常時における調整力提供者の主体的な運用（以降、
BG運用という）や、需給ひっ迫時等の一般送配電事業者（以降、TSOという）による調整力提供者に通知された
水位の上下限を超えた運用（以降、TSO運用という）との整合性について整理が必要との意見をいただいた。

第91回本委員会(2023年10月16日)ご意見

揚水発電は、調整力提供者が提示する水位の上下限の範囲で運用するということになるので、平常時はあくまでもその範囲内での予
備率配分をして、今回ご提案のあった追加復水可能量を見込んだ予備率というのは需給ひっ迫時の話だと理解したが、その理解で間
違いないか。また、容量市場のリクワイアメントのシグナルとしても、事業者がしっかりとそのシグナルを見て行動するかが大事になってくる。
今回ご提案の追加復水可能量を見込んだ予備率というのは、TSOが全ての供給力を活用可能であることを前提としているので、
この数字そのものは楽観的なシグナルになってしまうと考えるため、容量市場のリクワイアメントのシグナルとの関係についても教え
ていただきたい。（藤岡オブザーバー）



（振り返り）現在の揚水発電の予備力計上方法 6

◼ 広域予備率における揚水発電の予備力計上方法は、基本的には設備定格等に基づく発電上限値と、揚水発電の
供給力として見込める上池貯水量（調整力提供者が1日1点等提出する上下限水位）を各指定時間へ予備率
一定となるよう貯水量（kWh）を配分された値の小さい方が供給力に計上される。

◼ 現状上記の計算は、計算対象日1日(GC～24時)に対して実施され、30分毎に算定・更新する当日予備率にお
いては、時間が進むごとにGC～24時の時間が短くなるため、GCを迎えて発電されずに上池に残った水量が、次の計
算タイミングに繰り越され、追加の予備力として加算される。

出所）第86回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年5月29日） 資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_86_04.pdf

GC（当日計画）時点に算出される予備力
0時 24時

使わなかった分を追加で加算

0時 24時

翌日計画時点に算出される予備力

揚水発電所
上池

再計算

翌日計画と当日計画の計上方法の違い

設備容量内で
予備率一定貼り付け

予備率一定計算のイメージ

出所）第85回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年4月19日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_86_04.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf
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（振り返り）現在の揚水発電の予備力計上方法の課題 7

◼ 当日予備率においては、その時点における上池の残量（未使用分）の再配分により、当日夜間の実需給が近づく
につれて改善する傾向があり、日付けが変わるところでギャップも生じている。

◼ また、冬季には、夏季と比較して午前中や夜間帯も需要が大きく、揚水発電が長時間運転することにより貯水量が
枯渇するリスクが高い。また夏季においても連続して高気温・高需要となることにより、貯水量が枯渇するリスクが生じ
るため、翌日の需給が厳しい場合には前日の段階で追加供給力対策を実施する必要もある。

◼ 特に2024年度以降の市場メカニズムによる需給運用を踏まえれば、シグナルとしての広域予備率への影響にも注意
が必要になる。

出所）第85回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年4月19日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf

2024/7/8~7/14の東京エリアの広域予備率

再配分による増加
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2024/2/5~2/11の東京エリアの広域予備率

出所）第85回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年4月19日）資料4 一部修正
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf


（振り返り）2022年6月の需給ひっ迫時の状況 8

◼ 連日需給ひっ迫となった2022年6月の東京エリアでは、翌日に需給ひっ迫が予見されている中、深夜帯においてピー
ク時間比で100万～150万kW程度の電源の停止・出力低下が確認されており、それらの停止がなければ翌日に向
けた揚水発電の温存や、追加のポンプアップが可能であったと考えられる。

◼ このことから、貯水量の枯渇が懸念される状況においては、翌日の需給状況を反映した深夜帯のシグナルも重要であると
考えられる。

東京エリアの広域予備率（2022/6/27～7/1）
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出所）第85回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年4月19日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf


（振り返り）2日間予備率と当日予備率における揚水発電の予備力計上方法(整理済事項) 9

◼ 揚水発電の予備力の計上方法を、①毎日18時に公表する2日間予備率と②30分毎に算定・更新する当日予備
率に分けて整理を行った。

◼ ①2日間予備率は、現在の毎日18時公表の予備率の計上方法と同様に、それぞれ1日で上池を使い切るように予
備率一定でkWhを配分する手法を用いる(2025年度からは48点化されることで翌々日計画も同様)。

◼ ②2日間予備率との整合性から、翌日を含めた常に24時間先に上池を配分する「24時間スライド手法」を適用する
ことで整理された。

2日間予備率の計算方法 当日予備率の計算方法

出所）第86回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年5月29日） 資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_86_04.pdf

出所）第91回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年10月16日） 資料1
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_86_04.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf
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出所）第91回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年10月16日） 資料1
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf
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（振り返り）24時間スライド手法による予備率変動と追加復水可能量 10

◼ 計算範囲を常に24時間一定とすることにより、 2日間予備率と当日予備率との整合が保たれる上、当日予備率に
は翌日の需給状況が先行的に反映されていることを確認した（左上図） 。

◼ TSOの上げ調整力を活用したポンプアップの原資があれば、それをポンプアップを行う前の時間の予備力として計上する追加
復水可能量の考え方を適用することで、予備率の改善を確認した（左下図）。

冬季の低需要から高需要（例：日曜日から月曜日）に
おける1日目のエリア予備率の変化

追加復水可能量を反映

・翌日の需給状況が反映され予備率低下
・予備率によっては需給対策が必要となる

可能性がある

追加復水可能量の考え方

※実需給で確保する上げ調整力必要量の詳細についてはTSOと検討中

出所）第91回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年10月16日） 資料1一部修正
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf

出所）第85回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年4月19日）資料4 一部修正
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf
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追加復水なし

追加復水あり

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_91_01.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_85_04.pdf


11

１．揚水発電の予備力計上方法の検討の振り返り

２．揚水発電の予備力計上方法と市場メカニズムによる需給運用と
の関係性

３．24時間スライド手法の適用時期

４．まとめ



2024年度以降の需給運用と揚水発電の予備力計上方法 12

◼ 2024年度以降の需給運用は、広域予備率が8%未満になる場合、容量市場の需給ひっ迫時のリクワイアメントに
よる市場応札の増加（発電事業者側の観点）や、インバランス料金が高騰することによる自発的な同時同量の達
成を促す（小売電気事業者の観点）仕組み（市場メカニズム）としている。

◼ 市場メカニズムによる需給運用において、追加復水可能量の考え方がどのように適用されるべきか、揚水発電の調整
力提供者の余力の範囲を考慮の上、検討を行った。



（参考）平常時の揚水発電の運用について（BG運用） 13

◼ 2024年度以降、揚水発電の運用主体は調整力提供者になり、調整力提供者は、自らの計画に影響が無い水位
の上下限（余力の範囲）をTSOに通知し、TSOはその範囲で揚水発電等を運用する。

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日） 資料1-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_2.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_2.pdf


（参考）需給ひっ迫時等における揚水発電の運用について（TSO運用） 14

◼ 需給ひっ迫等における揚水発電の運用は、調整力提供者に通知された水位の上下限を超えて、TSOが一時的に池
全体の水位を主体的に運用し、水位の上下限を超えて運用した後、改めて通知された水位の上下限に戻すことで
調整力提供者主体の運用に戻る。

◼ TSO運用時、調整力提供者はTSO運用による制約を受けず、自らの計画を策定できるため、TSO運用時に調整
力提供者の市場取引等に影響はない。

出所）第88回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2023年7月25日） 資料1-2
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_2.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2023/files/chousei_88_01_2.pdf


（参考）揚水発電の運用に関する過去の整理 15

◼ 揚水発電の運用については、電力・ガス取引監視等委員会において、調整力の調達の透明性の観点や、調整力の
登録kWhの価格等の考え方を踏まえ、基本的に池全体の水位の運用主体は調整力提供者（BG運用）であると
整理されている。

出所）第66回制度設計専門会合（2021年10月22日開催）資料5より抜粋
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/066_05_00.pdf

出所）第67回制度設計専門会合（2021年11月26日開催）資料7より抜粋
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/066_05_00.pdf
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_system/pdf/067_07_00.pdf


1日目 2日目

余力の範囲を考慮した2日間予備率及び当日予備率（24時間スライド手法） 16

時間

供給力

調整力提供者の計画と余力の範囲に基づく揚水池のkWh

TSOの予備率計上

水位

時間

24時間にkWhを
予備率一定配分

◼ BG運用における2日間予備率及び当日予備率の算出にあたっては、調整力提供者の余力の範囲で48点の予備
率が一定となるようにkWhを配分する。

◼ 2日目の需給が厳しいケースでは、1日目の後半の当日予備率は2日間予備率と比較して低めに推移する。

需要小

水位低下小

TSO余力

水位
合わせ時刻

TSO余力

調整力提供者が提示す
る水位幅(余力の範囲)

需要大

水位低下大

水位
合わせ時刻

需要

2日目

1日目 2日目

時間

供給力

調整力提供者の計画と余力の範囲に基づく揚水池のkWh

TSOの予備率計上

BGの翌日以降の
使用分等

TSO余力

BG計画

需要小 需要大

需要

1日目～2日目

時間
水位低下小

TSO余力

水位
合わせ時刻

TSO余力

調整力提供者が提示す
る水位幅(余力の範囲)

水位低下大

水位
合わせ時刻

1日目 2日目1日目 2日目

2日間予備率 当日予備率（24時間スライド手法）

需給が厳しい翌日と
予備率一定配分する
ため、2日間予備率よ
り予備率が小さくなる

TSO余力

BG計画

1日目

TSO余力

BG計画

BGの翌日(3日目)
以降の使用分等

BGの翌日(2日目)
以降の使用分等

計画水位 計画水位

上限

水位

上限

24時間にkWhを
予備率一定配分



追加復水可能量の予備率への考慮 17

時間

水位合わせ時刻水位合わせ時刻

◼ kWhの配分が少ない時間帯（下図の1日目）において、予備力としては計上されていないものの、物理的には当
該時間帯に貯水されている全量を発電可能であるため、潜在的に発電能力は存在する。

◼ ただし、仮に当該時間帯に貯水量を使い切ってしまうと2日目の予備力として計上しているkWhが確保できないこと
から、1日目に潜在的な発電能力を予備力として計上する上では、追加のポンプアップができることが条件となる。

◼ したがって、追加復水可能量は、TSOが想定する上げ調整力を活用して事後的にポンプアップ可能な水量を指し、
予備率に考慮する上では、それを発電可能な貯水量が存在するポンプアップ前の時間帯の予備力として計上する。

◼ これは、揚水発電の水位計画上に現れないポテンシャルまでを含めた予備力評価手法と言える。

TSOが追加
で発電可能

TSOが追加で
ポンプアップ可能

時間

需要

供給力

TSO余力

BG計画 前の時間にkWhを
予備率一定配分

追加復水
可能量

調整力提供者の計画と余力の範囲に基づく揚水池のkWh

需要小 需要大

1日目 2日目

1日目 2日目

TSOの上げ調整力（コマ毎）

計画水位

水位

上限

24時間にkWhを
予備率一定配分

物理的には貯水されている全量を発電可能

予備力としての配分は少ない(濃青)



追加復水可能量と2024年度以降の需給運用との整合性（１／２） 18

◼ 2024年度以降の市場メカニズムによる需給運用における揚水発電の予備力計上方法を考える上で、追加復水可
能量の考え方とTSO運用との共通点を考慮する。

◼ TSO運用は、調整力提供者が提示する水位幅の下限を下回って発電可能とすることで、増加するkWhを予備力に
計上し、事後的にポンプアップすることで水位幅に戻す運用である。

◼ 両者は、TSOが追加的な発電・ポンプアップを考慮することで、予備率を増加させるという点で共通している。

時間

追加復水可能なコマより前の時
間にkWhを予備率一定配分

追加復水
可能量

TSO余力

BG計画

BGの翌日
以降の使
用分等

＋

時間

TSO余力

BG計画

TSO運用

TSO運用によるkWh増

水位合わせ時刻 水位合わせ時刻

TSOが追加で
ポンプアップ可能

TSOが追加
で発電可能

TSOが事後的に水位
幅に合わせるよう後日
ポンプアップ

調整力提供者の計画と余力
の範囲に基づく揚水池のkWh

当日予備率（24時間スライド手法）

当日予備率（TSO運用）

水位

上限

水位

上限
計画水位

TSOが追加
で発電可能

計画水位

24時間にkWhを
予備率一定配分

24時間に
kWhを予備
率一定配分



追加復水可能量と2024年度以降の需給運用との整合性（２／２） 19

◼ 両者はTSOが調整力提供者の計画以上に発電・ポンプアップを行うことを前提とするため、常時見込むこととすると、需給
ひっ迫のシグナルとしての機能が薄れることに伴い、十分な供給力を市場等を通じて確保できないことや、実際に発電・ポン
プアップを行えば、TSOの出力持替等に伴う調整力精算の増加という影響が考えられる。

◼ したがって、BG運用時においては追加復水可能量を計上せず、TSO運用へ切替以降に追加復水可能量を考慮する
ことが現在の需給運用と整合的と考えられる。

◼ 今後に向けては、追加供給力対策等の恒久対策の整理が予定されており、BG運用時に追加復水可能量を計上しな
いことで、どのような追加供給力対策※が必要となるかを踏まえ、追加復水可能量の運用方法を決定する必要がある。

◼ また、需給ひっ迫のシグナルと需給上の対策双方の考慮が必要であるのは、現在補正料金算定インデックスが広域予備
率を参照しているためで、電力・ガス取引監視等委員会においては、その見直しの検討が行われているところ。

◼ 仮に補正料金算定インデックスに追加供給力対策を考慮しないこととなれば、TSO運用の効果は常時広域予備率
側のみに反映され、それに伴い追加復水可能量も同様の扱いとなることが考えられる。

追加的な発電・揚水に伴う調整力精算の増加イメージ 追加供給力対策等の恒久対策に関するスケジュール

※TSO運用への切替より優先される対策

出所）第101回調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2024年9月30日） 資料1
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2024/files/chousei_101_01.pdf

出所）第47回需給調整市場検討小委員会（2024年5月15日） 資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/jukyu_shi
jyo_47_04.pdf

https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/2024/files/chousei_101_01.pdf
https://www.occto.or.jp/iinkai/chouseiryoku/jukyuchousei/2024/files/jukyu_shijyo_47_04.pdf


（参考）補正料金算定インデックスの見直しの検討について 20

◼ 需給ひっ迫時にインバランス料金が上昇する仕組みとするため、補正料金算定インデックスに追加供給力対策を考慮しな
いことが電力・ガス取引監視等委員会において検討されている。

◼ 補正料金算定インデックスは2024年度より広域予備率に一本化され、現在広域予備率を参照しているが、当該方向性
で見直しされれば、広域予備率と補正料金算定インデックスはそれぞれ異なる値となる。

出所）第3回制度設計・監視専門会合（2024年11月15日開催）資料5より抜粋
https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/003_05_00.pdf

https://www.emsc.meti.go.jp/activity/emsc_systemsurveillance/pdf/003_05_00.pdf


（参考）ケーススタディ：BG運用の余力の範囲による予備率影響（東京エリア） 21

◼ BG運用時に24時間スライド手法が予備率へ与える影響と、仮にBG運用時に追加復水可能量を見込むこととした
場合の予備率へ与える影響を確認するため、第91回本委員会(2023年10月16日)でTSO運用時として示した
ケーススタディを基に、下記の条件で影響を試算した。

・2024年度の東京エリアの翌日計画時点の余力の範囲を確認したところ、貯水上限の10%~30%程度が控除さ
れることが多いため、TSO運用に相当する控除量0%も含め、4ケースを考慮した。

・ケーススタディにおいては、追加復水可能量の原資として調整力必要量（複合商品1σ相当量）を見込まないこと
とした。※

TSO余力

BG計画

余力の範囲から下記を控除した4ケース
で試算
・貯水上限の30％
・〃の20％
・〃の10％
・〃の0％（TSO運用に相当）

調整力提供者の計画と余力
の範囲に基づく揚水池のkWh

需要 供給力

余力

調整力
必要量

追加復水可能量原資

※実需給で確保する調整力必要量の詳細についてはTSOと検討中

調整力提供者の余力の範囲 追加復水可能量の原資

24時間にkWhを
予備率一定配分

BGの翌日以降の
使用分等
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（参考）ケーススタディ：夏季・高需要から高需要 22

◼ 当日予備率を算出したところ、追加復水可能量を考慮しない場合、２日目の需給の方が厳しいため、22時付近で
予備率が最小となり、2日間予備率(翌日)から2%程度低下した。

◼ 追加復水可能量の考慮により、当日予備率(GC時点) の最小値が3%程度回復した。
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【需給バランスと24時間スライド範囲】

電
力

[M
W

]
エ
リ
ア
予
備
率

[%
]

当日予備率(GC時点)2日間予備率(翌日)

予備率計算対象

2日予備率と当日予備率最小値の差 約2%

（TSO運用に相当) （TSO運用に相当) （TSO運用に相当)

当日予備率最小値の差 約3%

各グラフの控除量(％)は、貯水上限に対する割合

追加復水適用なし 当日予備率(GC時点)追加復水適用なし 追加復水適用あり

【当日予備率における揚水発電の予備力計算範囲】

23:30～24:00のコマがGC

12:00～12:30のコマがGC

0:00～0:30のコマがGC

エ
リ
ア
予
備
率

[%
]

エ
リ
ア
予
備
率

[%
]
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各グラフの控除量(％)は、貯水上限に対する割合

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0
:3
0

1
:3
0

2
:3
0

3
:3
0

4
:3
0

5
:3
0

6
:3
0

7
:3
0

8
:3
0

9
:3
0

1
0
:3
0

1
1
:3
0

1
2
:3
0

1
3
:3
0

1
4
:3
0

1
5
:3
0

1
6
:3
0

1
7
:3
0

1
8
:3
0

1
9
:3
0

2
0
:3
0

2
1
:3
0

2
2
:3
0

2
3
:3
0

0
:3
0

1
:3
0

2
:3
0

3
:3
0

4
:3
0

5
:3
0

6
:3
0

7
:3
0

8
:3
0

9
:3
0

1
0
:3
0

1
1
:3
0

1
2
:3
0

1
3
:3
0

1
4
:3
0

1
5
:3
0

1
6
:3
0

1
7
:3
0

1
8
:3
0

1
9
:3
0

2
0
:3
0

2
1
:3
0

2
2
:3
0

2
3
:3
0

供給力 揚発計画 揚水動力 需要想定

0

5

10

15

20

6
:0
0

7
:0
0

8
:0
0

9
:0
0

1
0
:0
0

1
1
:0
0

1
2
:0
0

1
3
:0
0

1
4
:0
0

1
5
:0
0

1
6
:0
0

1
7
:0
0

1
8
:0
0

1
9
:0
0

2
0
:0
0

2
1
:0
0

2
2
:0
0

0％控除 10％控除 20％控除

（参考）ケーススタディ：冬季・高需要から高需要 23

◼ 当日予備率を算出したところ、追加復水可能量を考慮しない場合、２日目の需給の方が厳しいため、21時付近で
予備率が最小となり、2日間予備率(翌日)から3%程度低下した。

◼ 追加復水可能量の考慮により、当日予備率(GC時点) の最小値が3%程度回復した。

電
力

[M
W

]

※需給バランス上、下限30％を作成不可（需要を満たす水が不足）のため20％まで模擬

2日予備率と当日予備率最小値の差 約3%

（TSO運用に相当) （TSO運用に相当) （TSO運用に相当)

当日予備率最小値の差 約3%

予備率計算対象

エ
リ
ア
予
備
率

[%
]

エ
リ
ア
予
備
率

[%
]

エ
リ
ア
予
備
率

[%
]

当日予備率(GC時点)2日間予備率(翌日) 追加復水適用なし 当日予備率(GC時点)追加復水適用なし 追加復水適用あり

【当日予備率における揚水発電の予備力計算範囲】

23:30～24:00のコマがGC

12:00～12:30のコマがGC 

0:00～0:30のコマがGC

【需給バランスと24時間スライド範囲】
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◼ 当日予備率を算出したところ、追加復水可能量を考慮しない場合、２日目の需給の方が厳しいため19時付近で予
備率が最小となり、2日間予備率(翌日)から18%程度低下した。

◼ 追加復水可能量の考慮により、当日予備率(GC時点) の最小値が11%程度回復した。
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（TSO運用に相当)

当日予備率最小値の差
約11%

2日予備率と当日予備率最小値の差
約18%

予備率計算対象

各グラフの控除量(％)は、貯水上限に対する割合
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当日予備率(GC時点)2日間予備率(翌日) 追加復水適用なし 当日予備率(GC時点)追加復水適用なし 追加復水適用あり

【当日予備率における揚水発電の予備力計算範囲】

23:30～24:00のコマがGC

12:00～12:30のコマがGC 

0:00～0:30のコマがGC

【需給バランスと24時間スライド範囲】
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◼ 揚水発電の予備力計上方法の見直しには、各TSOの中給システムの改修が必要になる。各社で改修に要する期
間を検討し、2027年度中には改修が完了する見込みとなった。

◼ 本改修は、予備率への影響が大きいと考えられるため、運用開始前には、今後検討予定の追加供給力対策等の恒
久対策をはじめとする制度を踏まえた上で、揚水発電の予備力計上方法変更による予備率への影響を確認し、本
委員会にて追加復水可能量の運用方法を審議の上、運用開始することとしたい。

◼ なお、現在TSOが検討している次期中給システムにおいても24時間スライド手法が実装される予定である。次期中
給システムの運用開始は本システム改修のさらに先となる見込みであり、速やかに翌日の需給状況との連続性を考慮
した予備率となるよう、既設の中給システムにおいて揚水発電の予備力計上方法を見直すこととした。

2024年12月以降 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

システム改修

予備率への影響確認

運用開始

予備率への影響報告・運用方法審議
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◼ 今回は、2024年度以降の市場メカニズムによる需給運用との整合を考慮し、24時間スライド手法において追加復
水可能量の予備率への考慮は、揚水発電の運用方法をTSO運用へ切り替えた場合に限定することを提案した。

◼ 需給状況のシグナルとなる予備率が、翌日の需給状況との連続性を考慮した予備率となるよう、既設の中給システ
ムにおいて揚水発電の予備力計上方法を、2027年度に向けて24時間スライド手法に見直す。

◼ 運用開始前には、24時間スライド手法の適用と追加復水可能量を見込むことによる予備率への影響等を確認した
上で、本委員会にて追加復水可能量の運用方法を審議し、2027年度中に運用開始することを目指す。

2日間予備率 当日予備率

揚水発電の予備力
計算範囲

0時～24時
GC～24時間先

（24時間スライド手法）

追加復水可能量の適用
補正料金算定インデックスの見直し・追加供給力対策等の恒
久対策の整理を踏まえて、運用方法を運用開始前に審議


